
第２回 宮崎県感染症対策連携協議会

日 時：令和５年８月２３日（水）

午後６時から午後８時まで

場 所：県庁防災庁舎４階４１号室

会 次 第

１ 開 会

２ 福祉保健部長あいさつ

３ 協議事項

（１）宮崎県感染症予防計画の骨子案について 資料１～４

（２）医療機関等との協定に係る事前調査の回答結果と分析について

資料５

（３）その他

４ 閉会
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宮崎県感染症予防計画＜変更後の概要（案）＞ 
 

計画変更に係る方針 

新型コロナに関するこれまでの取組を踏まえ、次の感染症危機に備えるため、感

染症法に基づく国の基本指針に即し、保健・医療提供体制に関する記載事項を充実

するとともに、病床、外来、後方支援、検査体制等の確保について目標を定める。 

また、新興感染症（新型インフルエンザ等感染症、指定感染症又は新感染症をい

う。以下同じ。）対応に係る医療圏については、二次医療圏内に感染症指定医療機

関、市郡医師会、保健所が設置されており、入院措置や広域調整を除く入院調整等

の対応が円滑に実施できること、新型コロナ対応においても二次医療圏毎に病床を

確保したことから、「二次医療圏」により設定する。 

なお、計画期間については、令和６（2024）年度から令和 11（2029）年度までの

６年間とし、国における基本指針の見直し方針を踏まえ、本計画においても中間見

直しを行う。 

 

１ 感染症対策の基本的な考え方  

○ 感染症施策に係る事前対応型行政の構築 

【変更のポイント】 

・感染症対策連携協議会を中心とした関係機関間の平時からの連携強化 

○ 県、市町村、県民、医師等医療関係者等の果たすべき役割 

【変更のポイント】 

・保健所設置市による予防計画の策定 

・保健所と地方衛生研究所等の体制整備や人材育成等に係る取組の実施 

○ 感染症の予防又はまん延防止のための総合調整及び指示の方針 

【ポイント】 

・知事による総合調整や指示、総合調整に係る関係機関等との情報共有の実施 

 

２ 施策の体系  

○ 感染症の発生の予防のための施策 

【ポイント】 

・感染症の予防に関する保健所の体制の確保 

→ ・保健所と県、医療機関等との役割分担や連携の推進 

・危機発生時の保健所の人員体制、応援派遣受入体制の確保 

・保健所による健康危機対処計画の策定 

 

新 設 

新 設 

資料１ 



○ 感染症のまん延防止のための施策 

【変更のポイント】 

・感染症の情報公表（住民に対するきめ細かいリスクコミュニケーションを含 

む周知広報等）のための市町村長への必要な協力要請 

・当要請時に必要があると認める場合、患者数・患者居住地域等の情報を提供 

・まん延時における積極的疫学調査の必要に応じた重点化 

 

○ 地域における感染症に係る医療を提供する体制の確保 

【変更のポイント】 

・感染症に係る医療提供の考え方 

→ ・新興感染症発生時に当該感染症へ対応する医療機関（協定締結医療機 

関）と、当該感染症以外を担当する医療機関との役割分担 
 

・機能・役割に応じた新興感染症対応に係る協定の締結 

→ ・入院医療を担当する医療機関との協定締結による病床確保 

・地域の実情を踏まえながら、関係機関との連携による円滑な入院調整 

体制の構築 

・発熱外来を担当する医療機関との協定締結による患者受入体制の構築 

・自宅療養者等に対する医療の提供を担当する医療機関等（病院、診療  

所、薬局、訪問看護事業所）との協定締結による往診やオンライン診 

療、訪問看護、医薬品対応等の実施 

・後方支援を担当する医療機関との協定締結により、感染症患者以外の 

 患者等の受入を促進し、通常医療を確保 

・医療機関等との協定締結による個人防護具の備蓄 
 

・公的医療機関等、特定機能病院及び地域医療支援病院における感染症発生、 

まん延時に担うべき医療提供の義務付け 

・地域の実情を踏まえながら、関係機関との連携による円滑な入院調整体制の 

構築 

・宿泊療養施設の確保 
 

・外出自粛対象者への医療提供体制の確保 

→ ・健康観察に係る人員体制 

・健康観察や生活支援に係る市町村や民間事業者との連携体制、役割分 

 担（市町村長に対し、健康観察等に関する必要な協力を求める際には、 

必要な範囲で患者情報等を提供） 
 

・患者移送体制の確保 

 

○ 緊急時における対応 

新 設 

新 設 

新 設 

新 設 



○ 感染症の病原体等の検査の実施体制及び検査能力の向上の推進 

【変更のポイント】 

・新興感染症発生時の検査体制の確保 

・民間の検査機関等も含めた連携体制の確保 

・医療機関や民間検査機関との検査体制に係る協定締結 

 

○ 情報収集、調査及び研究、人材の養成及び資質の向上並びに知識の普及及び感

染症の患者等の人権の尊重 

【変更のポイント】 

・保健所での実践型訓練を含めた感染症対応研修・訓練の実施（年１回以上） 

・IHEAT要員の確保 

・協定締結医療機関（病院、診療所、薬局、訪問看護事業所）を含む感染症指 

定医療機関における研修・訓練の実施による体制強化 

・患者などへの差別偏見の排除、感染症についての正しい知識の普及 

 

○ その他感染症の予防の推進に必要な施策 

 

３ 目指す目標  

数値目標の基本的な考え方 

対応する感染症については、国の方針に基づき、新興感染症 新型インフルエンザ

等感染症、指定感染症（当該指定感染症にかかった場合の病状の程度が重篤であり、

かつ、全国的かつ急速なまん延のおそれがあるものに限る）及び新感染症 を基本と

し、これまでの対応の教訓を生かすことができる新型コロナウイルス感染症への対

応を念頭に取り組む。 

 

○ 医療提供体制の確保に係る目標 

  ・協定締結医療機関（入院）の確保病床数 

  ・協定締結医療機関（発熱外来）の機関数 

  ・協定締結医療機関（自宅療養者等への医療の提供）の機関数 

  ・協定締結医療機関（後方支援）の機関数 

  ・協定締結医療機関（人材派遣）の確保人数 

  ・医療措置協定に基づき個人防護具の備蓄を十分に行う医療機関の数 
 

○ その他の目標 

  ・検査の実施件数（実施能力）、検査設備の整備数 

  ・協定締結宿泊施設の確保居室数 

  ・医療従事者や保健所職員等の研修・訓練回数 

  ・保健所の感染症対応業務を行う人員確保数、即応可能な IHEAT要員の確保数 

（IHEAT研修受講者数） 

新 設 



< 節 > < 項 >
変更にあたり、

特に関係する主要機関

１　感染症施策に係る事前対応型行政の構築
－

２　県民一人ひとりに対する感染症の予防及び治療に

　重点を置いた対策
－

３　感染症患者等の人権の尊重 －

４　感染症危機管理体制の確立 －

５　県及び保健所設置市の果たすべき役割
宮崎市

６　市町村の果たすべき役割 －

７　県民の果たすべき役割 －

８　医師等医療関係者の果たすべき役割 －

９　獣医師等獣医療関係者及び動物取扱業者の果たす

　べき役割
－

10　施設等の開設者の果たすべき役割 －

11　感染症の予防又はまん延防止のための総合調整

　及び指示の方針
各市町村

12　予防接種の推進 －

13　感染症を取り巻く状況に即した本指針の再検討 －

１　感染症の発生の予防のための施策の考え方 －

２　感染症発生動向調査 －

３　結核に係る定期の健康診断 －

４　食品保健対策及び環境衛生対策との連携 －

５　県における関係部局の連携や医師会等の医療関係

　団体との連携
－

６　県における保健所及び衛生環境研究所の役割分担

　と連携
－

７　検疫所との連携 －

８　感染症の予防に関する保健所の体制の確保 各保健所

１　感染症のまん延防止のための施策の考え方
各市町村

２　検体の採取、健康診断、就業制限及び入院等の措置 －

３　感染症の診査に関する協議会 －

４　消毒その他の措置 －

５　積極的疫学調査 各保健所

６　指定感染症への対応及び新感染症発生時の対応 －

７　食品保健対策及び環境衛生対策との連携 －

８　県における関係部局の連携や医師会等の関係団体

　との連携
－

９　検疫所との連携 －

計画体系図（変更案）

第１　感染症対策の基本的

な考え方

第２　感染症の発生の予防

のための施策

第３　感染症のまん延防止

のための施策

新 設

新 設

変更のポイント

変更のポイント

変更のポイント

変更のポイント

資料２



< 節 > < 項 >
変更にあたり、

特に関係する主要機関

１　感染症に係る医療の提供の考え方

県医師会、感染症指定医療

機関代表、宮崎大学病院医

学部附属病院、県看護協会

、県薬剤師会、県消防長

会、新型コロナウイルス感

染症対策コーディネーター

２　第一種及び第二種感染症指定医療機関の整備 －

３　機能・役割に応じた新型インフルエンザ等感染症等

対応に係る協定の締結

県医師会、感染症指定医療

機関代表、宮崎大学病院医

学部附属病院、県看護協会

、県薬剤師会、県消防長

会、新型コロナウイルス感

染症対策コーディネーター

４　円滑な入院調整体制の構築

県医師会、感染症指定医療

機関代表、宮崎大学病院医

学部附属病院、県消防長

会、新型コロナウイルス感

染症対策コーディネー

ター、各保健所

５　宿泊療養施設の確保 各市町村

６　外出自粛対象者の療養生活の環境整備

県医師会、県看護協会 、県

薬剤師会、各市町村、各保

健所

７　感染症の患者の移送のための体制 県消防長会、各保健所

８　平時及び患者発生後の対応時における一般の医療

　機関における感染症の患者に対する医療の提供
－

１　緊急時における感染症の発生の予防及びまん延防

　止並びに医療の提供
－

２　緊急時における国との連絡・連携体制 －

３　緊急時における他の都道府県との連絡・連携体制 －

４　緊急時における市町村との連絡・連携体制 －

５　緊急時における医療関係団体との連絡・連携体制 －

６　緊急時における情報提供 －

第６　感染症の病原体等の

検査の実施体制及び検査能

力の向上の推進

県医師会、宮崎市、衛生環

境研究所

１  感染症及び病原体等に関する情報の収集、調査及び研究 －

２　感染症の予防に関する人材の養成及び資質の向上

県医師会、感染症指定医療

機関代表、宮崎大学病院医

学部附属病院、県看護協会

、県薬剤師会、各保健所、

衛生環境研究所

３　感染症に関する啓発及び知識の普及並びに感染症

　の患者等の人権の尊重
－

第５　緊急時における対応

第４　地域における感染症

に係る医療を提供する体制

の確保

第７　情報収集、調査及び

研究、人材の養成及び資質

の向上並びに知識の普及及

び感染症の患者等の人権の

尊重

新 設

新 設

変更のポイント

変更のポイント

変更のポイント

変更のポイント

新 設

新 設



< 節 > < 項 >
変更にあたり、

特に関係する主要機関

１　施設内感染の防止 －

２　災害時の防疫 －

３　動物由来感染症の予防 －

４　外国人に対する適用 －

１　協定締結医療機関（入院）の確保病床数

２　協定締結医療機関（発熱外来）の機関数

３　協定締結医療機関（自宅療養者等への医療の提供）

　の機関数

県医師会、感染症指定医療

機関代表、宮崎大学病院医

学部附属病院、県看護協会

、県薬剤師会、新型コロナ

ウイルス感染症対策コー

ディネーター

４　協定締結医療機関（後方支援）の機関数

５　協定締結医療機関（人材派遣）の確保人数

６　医療措置協定に基づき個人防護具の備蓄を十分に

　行う医療機関の数

県医師会、感染症指定医療

機関代表、宮崎大学病院医

学部附属病院、県看護協会

、新型コロナウイルス感染

症対策コーディネーター

７　検査の実施件数（実施能力）、検査設備の整備数 宮崎市、衛生環境研究所

８　協定締結宿泊施設の確保居室数
新型コロナウイルス感染症

対策コーディネーター

９　医療従事者や保健所職員等の研修・訓練回数

県医師会、感染症指定医療

機関代表、宮崎大学病院医

学部附属病院、県看護協会

、県薬剤師会、各保健所、

衛生環境研究所

10　保健所の感染症対応業務を行う人員確保数、即応

　可能な IHEAT 要員の確保数（IHEAT 研修受講者数）
各保健所

県医師会、感染症指定医療

機関代表、宮崎大学病院医

学部附属病院、新型コロナ

ウイルス感染症対策コー

ディネーター

第８　その他感染症の予防

の推進に必要な施策

第９　感染症に係る医療を

提供する体制の確保その他

感染症の発生を予防し、又

はそのまん延を防止するた

めの措置に必要なものとし

て厚生労働省令で定める体

制の確保に係る目標

県医師会、感染症指定医療

機関代表、宮崎大学病院医

学部附属病院、新型コロナ

ウイルス感染症対策コー

ディネーター

新 設

変更のポイント



主な意見 対応案 主な意見 対応案

宮崎県医師会 - -

①小児や学校に対する感染対策は非常に重要であり、学校関係に

おける感染症予防計画を詳細に再考する必要があることから、教

育・保育現場における感染対策についても明記し、現場の教職

員・保育職員に対しての情報提供も確実なものにしていただきた

い。

①国の基本指針や他県の状況等を踏まえながら、

必要な対応を行ってまいります

感染症指定医療

機関代表

(県立宮崎病院)

①現行計画中、宮崎市の役割について明記

しているのはなぜか

②「宿泊療養施設の確保」について、特に

関係する主要機関には、宮崎市以外の市町

村も該当するのではないか

①基本指針において保健所設置市の役割に

ついて定められていることに加え、平成11

年策定時の宮崎市からの意見を基に当内容

を記載しております

②貴見のとおり修正します

①各文章の修正が必要 ①国の基本指針や他県の状況等を踏まえながら、

必要な対応を行ってまいります

宮崎県薬剤師会 - -

①健康観察には全国的（他の自治体）に見ると薬局薬剤師も協力

して行っている実績がある。薬剤師も介入することで訪問看護師

や保健師の負担軽減になるので、その際にはご連絡をいただきた

い。

②感染対策に関する研修会を実施する際には、薬局薬剤師も参加

させてほしい。

③コロナ対応における輪番制を組む際の、参加薬局数の選定（例

えば、来週はこの地区は2～3薬局増やした方が良いか？等）のた

め、緊密な情報共有を図っていただきたい。

①感染症対策連携協議会等を活用し、貴会など関

係機関と連携しながら、国の基本指針や他県の状

況等を踏まえ、必要な対応を行います

②対応します

③今後の有事の際には、感染症対策連携協議会等

を活用し、貴会や医療機関など関係機関に対し、

新興感染症の感染拡大に伴う協力依頼及び情報共

有を行います

宮崎県消防長会 - -

①緊急搬送を行わない患者の移送については、各医療機関及び民

間事業者等との連携を確立すること。

（例１）重症度及び緊急度が共に高い、又は、重症度は高くない

が緊急性があると判断され緊急搬送が必要 ⇒ 消防救急車による

救急搬送

（例２）緊急度は低いが重症度が高いため、医療介入を行いなが

ら搬送が必要である ⇒病院救急車、民間救急車による移送

（例３）重症度及び緊急度が供に低い ⇒ 保健所職員、病院救急

車、民間救急車、民間事業者等による移送

①国の基本指針や他県の状況等を踏まえながら、

必要な対応を行ってまいります

小林保健所 - -

①患者の移送について、コロナ対応を踏まえた体制整備が必要

②地域の感染症予防を進めていくにあたって、平時・有事それぞ

れにおいて、ICN の活用や ICN と保健所の連携が重要

①②国の基本指針や他県の状況等を踏まえ、必要

な対応を行います

日向保健所 - -

①外出自粛対象者等の療養生活等の環境整備について、コロナ第

６波当初での保健所業務のひっ迫を踏まえ、市町村と連携した役

割分担や、早期の外部委託が必要

②自宅療養者等の症状が急変した場合の入院機能を補完する受け

皿（臨時の医療施設）等の設置について、医療資源が乏しい地域

に配慮した体制の構築が必要

③患者の移送について、外部委託など業務効率化が必要

①～③国の基本指針や他県の状況等を踏まえ、必

要な対応を行います

骨子案について 素案策定（１１月目途）に向けて

骨子案策定に係る事前照会の回答結果（概要）について 資料３



国内１例目発生～
公表まで 流行初期 流行初期以降 公表から

６ヶ月後以降

入院

感染症指定医療機関が
対応

（７機関３２床）

感染症指定医療機関
＋

一部の公的医療機関（大規模）

感染症指定医療機関
＋

一部の公的医療機関（大規模）
＋

流行初期外来対応の医療機関
＋

上記以外で新型コロナ流行時に
対応した公的・民間の医療機関

より幅広い
医療機関での
対応

（国の方針） 上と同じ
全国で約1.9万床
（新型コロナ対応において、400床以上の重点医療機関
（約500機関））※2020年12月地点

全国で約5.1万床
（新型コロナ対応で約３年かけて確保した最大値）
※2022年12月地点

外来

感染症指定医療機関が
対応

（７機関）

一部の感染症指定医療機関
＋

一部の公的医療機関（中規模）
＋

民間の医療機関（大規模）

現行の新型コロナ
外来対応医療機関

（国の方針） 上と同じ
全国で約1,500医療機関
（新型コロナ対応において、200床以上の新型コロナ患者
の入院可能な診療・検査機関）※2020年12月地点

全国で約4.2万医療機関
（新型コロナ対応で約３年かけて確保した最大値）
※2022年12月地点

国内１例目 公表 公表１週間後 公表３ヶ月後 公表６ヶ月後

新興感染症発生時に係る医療機関間の役割について 資料４



医療機関等との協定に係る
事前調査の回答結果と分析について

令和５年８月２３日

宮崎県福祉保健部感染症対策課

資料５



◆調査対象

県内の病院、診療所、薬局及び訪問ステーション 計1,646件

（内訳）

・病院・診療所 889件

・薬局 597件

・訪問看護ステーション 160件

◆実施方法

県の電子申請システム（簡易申請）にてオンラインで回答。

令和５年６月１６日に発送。期限は令和５年７月７日まで。

◆調査内容

大きく６項目について調査（詳しくは別添のとおり）。

１．入院（病床確保） ２．発熱外来

３．自宅療養者への医療の提供 ４．後方支援

５．人材派遣 ６．個人防護具の備蓄

※薬局・訪看は３と６のみ回答を依頼。

１．調査方法について
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（１）回答状況（令和５年８月１８日現在）

合計 圏域別（病院・診療所のみ）

・全体で６３％の回答率。新型コロナの外来対応医療機関に指定されている医療機関の回答も

６５％と低調であるため、さらなる回答の上積みが必要。

・圏域別では、回答率の一番上位と最下位とでは約２０ポイントの差が生じている。

２．事前調査の分析について

3

送付件数

（病院・診療所）
回答数 割合

宮崎東諸県 406 244 60.1%

日南串間 60 36 60.0%

都城北諸県 147 84 57.1%

西諸 52 33 63.5%

西都児湯 66 33 50.0%

日向入郷 59 33 55.9%

延岡西臼杵 99 69 69.7%

県合計 889 532 59.8%

回答数

532

うち入院受入医療機関 51

うち外来対応医療機関 329

407

104

1043

51 100.0%

499 65.9%

薬局 597 68.2%

訪看 160 65.0%

合計 1646 63.4%

送付件数 割合

病院・診療所 889 59.8%



（２）各項目の結果と分析

【①入院】

圏域別

全体数

・流行初期は、限られた医療機関で対応するため、改めて関係医療機関と協議していく予定。

・流行初期以降の病床数は、目標目安と同数であるため、目標数を今後検討する必要がある。

・圏域別では、医療機関数、病床数とも新型コロナ対応時よりも上回っている圏域もあれば、

そうでない圏域もあり、そのような圏域ではさらなる上積みが必要。

２．事前調査の分析について

4

目標の目安

（新型コロナ2020年12月の入院病床数）
集計結果 集計結果

床
102

(第３波ピーク時）
236 415

項目
目標

単位

流行初期 流行初期以降

目標の目安

（新型コロナ2022年12月までの最大値の体制）

①入院 415

医療機関数 病床数 医療機関数 病床数 医療機関数 病床数 医療機関数 病床数

宮崎東諸県 7 103 12 84 14 161 19 139

日南串間 1 10 3 13 4 22 4 31

都城北諸県 6 46 7 43 6 64 9 58

西諸 3 16 5 20 8 31 8 28

西都児湯 4 13 6 19 2 23 6 31

日向入郷 1 18 4 22 3 35 5 33

延岡西臼杵 4 40 9 35 7 79 15 95

県合計 26 246 46 236 44 415 66 415

流行初期 流行初期以降

新型コロナ

2020年12月確保病床
集計結果

新型コロナ

2022年12月確保病床
集計結果



（２）各項目の結果と分析

【②発熱外来】
全体数

圏域別

・流行初期は限られた医療機関で対応するため、改めて関係医療機関と協議をしていく予定。

・流行初期以降は目標の目安に対し乖離があるため、新型コロナ対応時の最大時の体制を目指して

積み上げていく必要がある。

２．事前調査の分析について
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目標の目安

（新型コロナ2020年12月の数値）
集計結果 集計結果

機関 352 245 271

目標

単位

流行初期 流行初期以降

目標の目安

（新型コロナ2022年12月までの最大値の体制）

②発熱外来 447

項目

新型コロナ

2020年12月

外来対応数

集計結果

新型コロナ

2022年12月までの

最大外来対応数

集計結果

宮崎東諸県 123 99 169 110

日南串間 30 20 38 23

都城北諸県 49 33 67 37

西諸 36 18 38 19

西都児湯 36 23 40 22

日向入郷 29 17 35 21

延岡西臼杵 49 35 60 39

県合計 352 245 447 271

流行初期 流行初期以降



（２）各項目の結果と分析

【③自宅療養者への医療の提供】

全体数 圏域別

・医療機関の集計については、目標の目安を高齢者・障害者への往診の合計と、自宅医療に

対する協力医師の合計の２つに分け、それぞれに対応する項目の集計結果と比較。

・新型コロナ対応時の最大値を上回っている項目もあるため、今回の集計結果を

見据えた目標設定を行う。

・圏域別ではバラツキもあるため、地域に応じてさらなる検討が必要。

２．事前調査の分析について
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集計結果

105 135
（自宅療養者）

訪問看護 70

薬局 299

102
※重複あり

121
（高齢者・障害者）

目標

単位

流行初期以降

目標の目安

（新型コロナ2022年12月

までの最大値の体制）

往診チーム

高齢者施設往診

③自宅療養者等への医療の提供

機関

医療機関

項目

70

事前調査を基に設定

自宅医療に対する協力医師

高齢者

障害者
自宅療養者

宮崎東諸県 40 55 30 131

日南串間 12 10 3 22

都城北諸県 17 15 17 42

西諸 10 9 8 26

西都児湯 9 13 5 13

日向入郷 11 11 3 23

延岡西臼杵 22 22 4 42

県合計 121 135 70 299

病院・診療所

訪看 薬局



（２）各項目の結果と分析

【④後方支援】

医療機関数

宮崎東諸県 28

日南串間 6

都城北諸県 18

西諸 8

西都児湯 10

日向入郷 10

延岡西臼杵 17

県合計 97

全体数 圏域別

・後方支援については、新型コロナ時の対応をもとにした目標を上回っているため、

今後目標について検討する必要がある。

２．事前調査の分析について
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集計結果

機関 97④後方支援 68

項目
目標

単位

流行初期以降

目標の目安

（新型コロナ2022年12月

までの最大値の体制）



（２）各項目の結果と分析

【⑤人材派遣】

全体数

圏域別

・人材派遣については、国の目標（医師約2,100名、看護師約4,000名）を念頭に、

今後検討する必要がある。

２．事前調査の分析について

うち医師

DMAT

うち医師

DPAT

うち看護師

DMAT

うち看護師

DPAT

うち災害

派遣ナース

宮崎東諸県 7 25 5 4 1 20 6 1 6

日南串間 1 3 1 1 0 2 2 0 0

都城北諸県 2 15 3 2 0 12 8 0 0

西諸 1 4 0 0 0 4 0 0 4

西都児湯 2 3 0 0 0 3 1 0 2

日向入郷 1 2 0 0 0 2 1 0 1

延岡西臼杵 3 8 3 3 0 5 4 0 1

県合計 17 60 12 10 1 48 22 1 14

うち看護師うち医師
人数医療機関数

8

集計結果

人 60

項目
目標

単位

流行初期以降

目標の目安

（新型コロナ2022年12月

までの最大値の体制）

⑤人材派遣 事前調査を基に設定



全体数

圏域別

・協定締結医療機関（＝項目１つでも入力ある医療機関）の８割以上で２ヶ月以上の備蓄という

目標からは約１０ポイントの開きがあるため、２ヶ月以上の備蓄の呼びかけを行っていく

必要がある。

注）⑥個人防護具備蓄の目標目安は、協
定締結医療機関のうち【８割以上】の施
設が当該施設使用量【２ヶ月分以上】に
あたるPPEを備蓄すること。

（２）各項目の結果と分析

【⑥個人防護具の備蓄】

２．事前調査の分析について
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目標

単位
病院・診療所 訪看

合計

（薬局除く）

項目①～⑤１つでも入力あり

（協定締結が見込まれる先）
341 70 411

うち２ヶ月以上備蓄 229 47 276

割合 67.2% 67.1% 67.2%

134

機関

44.8%

薬局
（個人防護具の協定は任意のため参考値）

⑥個人防護具の備蓄

299

宮崎東諸県 142 90 63.4% 30 20 66.7% 131 54 41.2% 172 110 64.0%

日南串間 27 19 70.4% 3 3 100.0% 22 10 45.5% 30 22 73.3%

都城北諸県 50 35 70.0% 17 10 58.8% 42 20 47.6% 67 45 67.2%

西諸 20 11 55.0% 8 6 75.0% 26 18 69.2% 28 17 60.7%

西都児湯 26 17 65.4% 5 4 80.0% 13 6 46.2% 31 21 67.7%

日向入郷 26 19 73.1% 3 2 66.7% 23 7 30.4% 29 21 72.4%

延岡西臼杵 50 38 76.0% 4 2 50.0% 42 19 45.2% 54 40 74.1%

県合計 341 229 67.2% 70 47 67.1% 299 134 44.8% 411 276 67.2%

割合
合計

（薬局除く）

うち

2ヶ月

以上

備蓄

割合

うち

2ヶ月

以上

備蓄

割合

うち

2ヶ月

以上

備蓄

割合

うち

2ヶ月

以上

備蓄

病院

診療所

（項目①～⑤

一つでも

入力あり）

訪看

（項目①～⑤

一つでも

入力あり）

薬局

（項目①～⑤

一つでも

入力あり）

※参考値



◆回答率向上について

・新型コロナ時に指定した外来対応医療機関について、約４割から回答

を得られていないため、改めて回答の呼びかけを行う。

◆対応不可とした理由の把握

・入院や発熱外来など新型コロナ時に対応してきた医療機関のうち、

一部の医療機関において、「新興感染症では対応不可」と回答した

医療機関がある。

新興感染症に対する医療提供体制は、新型コロナ時の医療提供体制を

前提としているため、対応不可とした理由について、改めて調査を行

う予定。

３．調査分析を踏まえての今後の取り組み
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